
      

 

就学援助（入学前支給） 

 

小学校入学前に就学援助費の一部（新入学

学用品費）を受給するための申請書類 

 

※申請書類は、御殿場市教育委員会に郵送で（又は直接）提出してください。 

※新入学学用品費以外の援助費を受給するためには、別途申請が必要です。 

（新入学学用品費以外の援助費は、入学後、学校事務室に相談の上、申請書類を学

校で受け取り、学校に申請書類を提出してください。） 

 

【制度の説明】  

 新入学学用品費の入学前支給について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ページ 

 就学援助のスケジュールについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ページ 

 

【提出書類】 

≪①～④を封筒にいれて郵送で（または直接）提出≫ 

 ①御殿場市就学援助費（新入学学用品費）申出書 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ 

 ②新入学児童学用品費の入学前支給に関する確認書兼届出書 ・・・・ ４ページ 

 ③御殿場市口座振替依頼書※通帳の名義・番号が分かる部分の写しを添付  ・・・ ５ページ 

 ④所得証明等の令和４年分の所得が分かる資料 

※④は令和５年１月１日時点で、御殿場市内に住所を有していない方のみ提出してください。 

 

【記入例・記入上の注意】 

 ①～③の記入例 ・・・ ６～８ページ  

お問い合わせ・書類提出先 

〒412-8601  

御殿場市萩原 483 番地 

御殿場市教育委員会 教育総務課 庶務スタッフ 

（市役所本庁舎５階） 

☎0550-82-4520 
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【参考】〇【令和５年度版】就学援助費支給金額等一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記表は令和５年度版の内容です。金額については年度によって異なる場合がございます。 

※１：認定区分の「要保護」とは、生活保護世帯を示します。また、「準要保護」とは生活保護に準ずる程度に経 

済状況が困窮している世帯を示します。 

※２：医療費は、診察を受けた医療機関に直接支給しますので、保護者には支給いたしません。また、子ども医療 

   費助成制度に該当する場合は、支給の対象にはなりません。 

※３：眼鏡購入費は、眼鏡購入前に所定の用紙に医師の診断書または視力検査結果証明書を添付して申請が

必要です。対象店舗は御殿場市内の眼鏡店に限ります。２万円を上限に実費分を眼鏡店に直接支給しま

すので、保護者には支給いたしません。 

新入学学用品費の入学前支給について 

御殿場市では、経済的な理由で就学が困難な小中学校児童生徒の保護者に対して、「就学援助」と

いう制度により、就学に必要な費用の一部を支給しています。 

 支給の対象となる方は、一定の認定基準に該当する保護者で、申請に基づき家庭状況等を審査した

結果、教育委員会により「援助が必要」と認めたられた方になります。 

就学援助費の支給は、通常は小学校への入学後に行われますが、入学前に手続きすることで、新入

学児童学用品費のみを入学前に受給できる制度が『入学前支給』となります。なお、入学後も引き続

き就学援助を受給するためには、入学後、必ず学校事務室にて手続きをしていただく必要があります。  

今

回

の

申

請 

 

要保護 準要保護 小学校 中学校

11,630円 22,730円

月割額1,057円 月割額2,066円

2,270円 2,270円

月割額206円 月割額206円

新入学児童生徒

学用品費等

校外活動費

（宿泊なし） ・表中の支給金額は上限額

校外活動費 ・欠席の場合は支給なし

（宿泊あり）

クラブ活動費 ● 2,760円 30,150円 ・小学４年生、中学１年生が対象

修学旅行費 ● ● 実 費 実 費

学校給食費 ● 実 費 実 費

医療費 ※2 ●
保険診療に係る

自己負担分

保険診療に係る

自己負担分

・学校保健法施行令第８条に規定する疾

病に要する経費で保護者が負担する額

・小学６年生、中学３年生が対象

・表中の支給金額は上限額

・上限金額までは実費分

・上限を超えた部分は自己負担
眼鏡購入費 ※3 ● 上限２万円 上限２万円

卒業アルバム代 ● 11,000円 8,800円

● 1,600円 2,310円

● 3,690円 6,210円

通学用品費 ●

・年度途中での認定による場合は、月割額

を受給月数で乗じた金額を支給。

・新入学児童生徒学用品費受給者は対

象外

● 54,060円 63,000円 ・小中とも新１年生のみ

支給項目
認定区分※１ 支給金額

備考

学用品費 ●
・全学年対象

・年度途中での認定による場合は、月割額

を受給月数で乗じた金額を支給。
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【就学援助のスケジュールについて】 

時期 項目 項目の説明 

12月～

1月 

小学校入学前に

新入学学用品費

を受給するための

申請手続き 

申請書類は、教育総務課に郵送で（または直接）提出してください。 

【提出先】〒412-8601 萩原 483番地 御殿場市教育総務課 庶務スタッフ 宛 

【提出書類】 

・添付の①～③の書類（新入学児童の兄姉が既に御殿場市就学援助の認

定を受けている場合は②と③のみ） 

・令和４年中の収入がわかる書類 

 ※令和 5年 1月 1日に御殿場市に住民等登録がある方は、②の書

類（所得等確認の同意）の提出があれば提出不要です。なお、住民

登録がなかった方は、前居住地の世帯全員の所得証明書等（令和

４年分）をご提出ください。 

・以下に該当する方は、確認できる書類の写しを添付してください。 

生活保護が停止や廃止となった 

世帯全員の市町村民税が非課税 

個人事業税、固定資産税、国民年金、国民健康保険の減免や徴収猶予

を受けている 

児童扶養手当（ひとり親家庭の手当て）の支給を受けている 

生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている 

 

2月 認定の審査 ２月に開催する教育委員会で、申請内容の審査を行います。 

 

3月 認定・不認定の

通知 

援助費の支給 

3月上旬までに認定・不認定の結果を教育委員会から通知します。 

3月中旬までに新入学学用品費の就学援助費を指定口座へ支給する予

定です。 

 

 

4月 新入学学用品費

以外の就学援助

の認定申請 

3月に支給した新入学学用品費以外の援助費に対する申請は、入学後

（4月中）に入学した学校にご提出ください。 

※小学校入学前に行う申請とは別です。入学後にも手続きをしてください。 

なお、必要な書類の入手や手続きは、学校を通じて行います。受給を希望さ

れる方は、学校事務室にご相談の上、直接学校に申請書をご提出下さい。 

 

５月 申請の審査 5月に開催する教育委員会で、申請内容の審査を行います。 

 

6月 審査結果の通知 4月の申請に対する審査結果を学校を介して通知します。 

 

7月、12

月、3月 

援助費の支給 就学援助の支給は、学校を通じて年間 3回行います。 

 

入

学

後 

小

学

校

入

学

前 



様式第１号（第４条関係）

令和　　　年　　　月　　　日

　様

住　所

方　書

氏　名

◎該当児童生徒名

学　年 年生 男・女 氏　名

学　年 年生 男・女 氏　名

学　年 年生 男・女 氏　名

以下の状況により、就学援助を受けたく申し出ます。

（１）児童扶養手当等の有無　

（２）市民税・個人事業税・固定資産税いずれかの減免等を受けている

（３）国民年金の掛金の免除を受けている

（４）国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予を受けている

（５）生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている
※（１）～（５）に該当する場合には、それぞれ証明する資料を添付すること

(１)持家 (２)借家

※有の場合には写しを添付すること

◎家族の状況
児童生徒
との続柄

本　人

氏　　　名 生 年 月 日 勤務先（社員・パート） 収入（年収）

居住の状況 （３）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

障害手帳の有無 （ 有　・　無 ）

生
活
状
況
や

保
護
者
の
就
労
状
況

他
の
制
度
の

利
用
状
況
等

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

　　　（電話　　　　－　　　　　－　　　　　　）

御殿場市就学援助費（新入学学用品費）申出書

申出人（保護者）

御殿場市教育委員会
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No
チェック

欄

以上の内容を確認し、異議なく同意のうえ申請し（届出）ます。

学年

年

年

年

年

年

□3

●以下の同意事項について内容確認をしていただき、
　☑をしてください。チェック漏れがある場合受付できません。

内容

保 護 者 氏 名

本申請が認定されなかった場合でも、令和６年度の就学援助制度の申請をすることができ
ます。また、それぞれの結果が異なる場合があります。 □

本申請において提出された資料は認定・不認定に関わらず返却されないことに同意しま
す。 □6

5

令和　　年　　月　　日

本申請では新入学児童学用品費だけを受給できます。

令和６年度の就学援助を希望する際は、この申請とは別に申請をします。4 □

新入学児童学用品費の入学前支給に関する確認書兼届出書

1
本制度の確認に必要な範囲で、世帯の個人情報について、児童が入学を予定する学校と共
有することに同意します。 □

□

令和５年１月１日時点で御殿場市内で住民登録をしていた方。

本制度の確認に必要な範囲で、世帯の所得課税状況の確認に同意します。

令和５年１月１日時点で御殿場市内で住民登録をしていない方
2

令和４年分の収入資料（居住地の所得証明等）を提出します。

所属学校

学校

学校

学校

学校

御 殿 場 市 教 育 委 員 会 教 育 総 務 課

電 話 番 号 ： ０ ５ ５ ０ - ８ ２ - ４ ５ ２ ０

新小学１年生の就学予定校

新 小 学 １ 年 生 の 氏 名

小学校

〒 412-8601 御 殿 場 市 萩 原 483 番 地

＜ 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ ・ 提 出 先 ＞

　新小学１年生になる児童の兄姉がおり、かつ現在小学校または中学校で就学援助制度の認定を
受けている児童生徒がいる場合には、下記に氏名等をご記載下さい。
　その場合、すでに令和５年度認定における認定資料は教育委員会で保管しているため、本届出
書と③口座振替依頼書（通帳の写添付）のご提出で受付可能です。
　なお、認定資料提出の免除は、入学前支給の手続きにのみ適用されます。

●現在就学援助を受給しているか否かの確認

学校

児童生徒氏名

4



御殿場市就学援助費 入学前支給用 
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御 殿 場 市 口 座 振 替 依 頼 書 

令和  年  月  日 

 

住 所  

保護者氏名  

生 年 月 日  

（同姓同名の方を区分するため必要となります） 

 

御殿場市長 様 

 御殿場市就学援助費（新入学学用品費）の入学前支給は、下記の口座へ振替

されたく、依頼します。 

・「金融機関」または「ゆうちょ銀行」のいずれかの振替口座をご記入ください。 

・本人（保護者）名義のものに限ります。確認のため通帳の写（名義、口座番号が分かる部

分）を添付してください。 

金 

融 

機 

関 

銀行 

金庫 

農協 

店 

預金

種別 

１ 普通 

２ 当座 
口座番号 

       

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

店舗 

コード 

   
店舗名 店 

※店舗コード、店舗名が通帳記載内容から確認できない場合には、下記の「記号」と「番号」をご記載ください 

記号       番号         

預金

種別 

１ 普通 

２ 当座 
口座番号 

        

 

新入学児童確認のため、下記に必要事項をご記載下さい。 

新入学児童氏名の欄が不足する場合には余白にご記載下さい。 

  

 

 

 

入学予定の学校名  

新入学児童氏名  

新入学児童氏名  

新入学児童氏名  

③



様式第１号（第４条関係）

令和　　６年　　１月　　１日

　様

住　所

方　書

氏　名

◎該当児童生徒名

学　年 １年生 男・女 氏　名

学　年 年生 男・女 氏　名

学　年 年生 男・女 氏　名

以下の状況により、就学援助を受けたく申し出ます。

（１）児童扶養手当等の有無　

（２）市民税・個人事業税・固定資産税いずれかの減免等を受けている

（３）国民年金の掛金の免除を受けている

（４）国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予を受けている

（５）生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている
※（１）～（５）に該当する場合には、それぞれ証明する資料を添付すること

(１)持家 (２)借家

※有の場合には写しを添付すること

◎家族の状況
児童生徒
との続柄

本　人

母 R4年度 1,823,000円

長　女

御殿場市就学援助費（新入学学用品費）申出書

御殿場市教育委員会

申出人（保護者）

御殿場市〇〇1-2

メゾン教育101

教育　花子

　　　（電話　０９０ － ○○○○ － ○○○○　）

教育　一郎

他
の
制
度
の

利
用
状
況
等

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

（ 有　・　無 ）

居住の状況 （３）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

障害手帳の有無 （ 有　・　無 ）

生
活
状
況
や

保
護
者
の
就
労
状
況

　令和４年３月に株式会社〇〇を解雇され、パートを始めたものの、令和５年２月に離職しました。

現在は、日雇いの仕事をしつつ就職活動をしておりますが、再就職先は見つかっておらず、

ひとり親世帯で子ども２人の養育費がかかるため、生活はかなり苦しい状況です。

　入学後も就学援助を申請する予定ですが、入学に係る費用を考え、新入学学用品費の入学前

支給を希望します。

氏　　　名 生 年 月 日 勤務先（社員・パート） 収入（年収）

教育　一郎 H29.5.5

教育　花子 S60.10.5 派遣会社（派遣社員）

教育　一花 H26.7.7

記載例
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No
チェック

欄

以上の内容を確認し、異議なく同意のうえ申請し（届出）ます。

学年

３年

年

年

年

年

電 話 番 号 ： ０ ５ ５ ０ - ８ ２ - ４ ５ ２ ０

学校

学校

学校

学校

＜ 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ ・ 提 出 先 ＞

〒 412-8601 御 殿 場 市 萩 原 483 番 地

御 殿 場 市 教 育 委 員 会 教 育 総 務 課

●現在就学援助を受給しているか否かの確認

　新小学１年生になる児童の兄姉がおり、かつ現在小学校または中学校で就学援助制度の認定を
受けている児童生徒がいる場合には、下記に氏名等をご記載下さい。
　その場合、すでに令和５年度認定における認定資料は教育委員会で保管しているため、本届出
書と③口座振替依頼書（通帳の写添付）のご提出で受付可能です。
　なお、認定資料提出の免除は、入学前支給の手続きにのみ適用されます。

所属学校 児童生徒氏名

御殿場小　学校 教育　一花

令和　６年　１月　１日

保 護 者 氏 名

新 小 学 １ 年 生 の 氏 名 教育　一郎

新小学１年生の就学予定校 御殿場　小学校

教育　花子

5
本申請が認定されなかった場合でも、令和６年度の就学援助制度の申請をすることができ
ます。また、それぞれの結果が異なる場合があります。 ☑

6
本申請において提出された資料は認定・不認定に関わらず返却されないことに同意しま
す。 ☑

3 本申請では新入学児童学用品費だけを受給できます。 ☑

4 令和６年度の就学援助を希望する際は、この申請とは別に申請をします。 ☑

2

令和５年１月１日時点で御殿場市内で住民登録をしていた方。

☑
本制度の確認に必要な範囲で、世帯の所得課税状況の確認に同意します。

令和５年１月１日時点で御殿場市内で住民登録をしていない方

令和４年分の収入資料（居住地の所得証明等）を提出します。

　　　新入学児童学用品費の入学前支給に関する確認書兼届出書

●以下の同意事項について内容確認をしていただき、
　☑をしてください。チェック漏れがある場合受付できません。

内容

1
本制度の確認に必要な範囲で、世帯の個人情報について、児童が入学を予定する学校と共
有することに同意します。 ☑

記載例記載例

単に兄弟関係を記載するのではなく、御殿場市教育委

員会より就学援助の認定を受けている場合のみ記載し

て下さい。

7
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御 殿 場 市 口 座 振 替 依 頼 書 

令和 ６年 １月 １日 

 

住 所 御殿場市〇〇1-2 メゾン教育 101 

保護者氏名 教育 花子 

生 年 月 日 昭和 60年 10月 5 日 

（同姓同名の方を区分するため必要となります） 

 

御殿場市長 様 

 御殿場市就学援助費（新入学学用品費）の入学前支給は、下記の口座へ振替

されたく、依頼します。 

・「金融機関」または「ゆうちょ銀行」のいずれかの振替口座をご記入ください。 

・本人（保護者）名義のものに限ります。確認のため通帳の写（名義、口座番号が分かる部

分）を添付してください。 

金 

融 

機 

関 

銀行 

 〇〇×× 金庫 

農協 

△△店 

預金

種別 

１ 普通 

２ 当座 
口座番号 1 2 3 4 5 6 7 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

店舗 

コード 
1 2 3 店舗名 一二三店 

※店舗コード、店舗名が通帳記載内容から確認できない場合には、下記の「記号」と「番号」をご記載ください 

記号 1 2 3 4 5 6 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 

預金

種別 

１ 普通 

２ 当座 
口座番号 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

新入学児童確認のため、下記に必要事項をご記載下さい。 

新入学児童氏名の欄が不足する場合には余白にご記載下さい。 

  

 

 

 

入学予定の学校名 御殿場小学校 

新入学児童氏名 教育 一郎 

新入学児童氏名  

新入学児童氏名  

③

ど
ち
ら
か
一
方
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

記載例 


